
鹿児島工業高等専門学校教員研修取扱要項 

 

第１条 本校における教員の研修については、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員

就業規則、独立行政法人国立高等専門学校機構教職員の研修に関する規則に定めるもの

のほか、この要項の定めるところによる。 

 

第２条 前条の研修を受けようとする者は、職務専念義務免除願（独立行政法人国立高等

専門学校機構教職員の労働時間，休暇等に関する細則に規定する様式１）により、所属

する学科の長又は一般教育科の長及び教務主事を経て、人事係に提出し、事前に校長の

承認を経なければならない。 

 

   附 則 

 この要項は、昭和 47年 11月 10日から施行する。 

  

   附 則 

 この要項は、平成 16 年４月 16 日から施行し、改正後の鹿児島工業高等専門学校教員研

修取扱要項の規定は、平成 16年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この要項は、平成 18年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要項は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要項は、令和元年５月１日から施行する。 

 



様式１
職 務 専 念 義 務 免 除 願

年 月 日
独立行政法人国立高等専門学校機構
理事長 殿

所 名
職 名
氏 名

独立行政法人国立高等専門学校機構教職員就業規則第３４条の規定に基づき，
下記のとおり職務専念義務免除を承認くださるようお願いいたします。

適 用 条 項 第１号 組合交渉 第２号 保健指導・健康診査
第３号 通勤緩和 第４号 総合的な健康診査(該当する号に○を付
第５号 研修 第６号 休息・補食すこと）

期 間 年 月 日 時 分 から
年 月 日 時 分 まで （ 日 時間）

事 由
(研修にあっては研修
先も記入すること）

備 考

上記について，職務専念義務の免除を承認する。
年 月 日

令和

令和
令和

令和
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